
 

 

 

 

 

 

 

各務原市都市計画マスタープラン 

２０２６ 

各 務 原 市 

概要版 



 

都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」を定めるものです。 
 住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反映しながら、まちづくりの具体

性のある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像を示すとともに、地域別の整備課題に応じた整

備方針、地域の都市生活、経済活動などを支える諸施設の計画をきめ細かくかつ総合的に定め、市町村自ら

が定める都市計画の総合的な指針としての役割を果たします。 
 

計画期間（目標年次） 

 目標年次は、概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、10 年後である 2035 年とします。 

 

都市づくりの理念・目標 

本市の最上位計画である総合計画では、将来都市像として「もっと みんながつながる 笑顔があふれる

元気なまち～しあわせ実感 かかみがはら～」を掲げ、最重点プロジェクトとして「人口減少・少子化対策」

を位置づけています。将来都市像を実現するため、本市の現状や都市を取り巻く課題を踏まえ、都市づくり

の理念と目標を設定します。 
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総 合 計 画

将来都市像 

もっと みんながつながる 笑顔があふれる 元気なまち  ～しあわせ実感 かかみがはら～ 

横断的視点 人口減少・少子化対策 

「人口減少・少子化対策」を最重点プロジェクトに位置づける。 
分野を横断した複合的なアプローチにより「人口減少の抑制」と「人口減少への適応」の両面から、総合的な対策を講じる。 

都市づくりの理念 都市づくりの目標 

公共交通ネットワークを活かしたコンパクトな都市づくり 

居住環境の整った便利で暮らしやすい都市づくり 

都市づくりの理念１ 
交通軸からつながる生活圏で 

暮らせる都市 

既存産業の振興、新たな産業を創出する都市づくり 

公共施設等の利活用と長寿命化が適切に図られた都市づくり 

都市づくりの理念２ 
にぎわいと活力を持続発展する都市 

都市づくりの理念１ 

水と緑を活用し、にぎわいと交流を生み出す都市づくり 

美しい水と緑を保全・創出する都市づくり 
都市づくりの理念３ 

まちと自然が調和した都市 

災害への備えが整った都市づくり 

市民の安全安心を支える都市づくり 

都市づくりの理念４ 
安全安心な都市 

郷土への誇りや愛着を醸成する都市づくり 

歴史・文化資源を保全・活用した魅力ある都市づくり 
都市づくりの理念５ 

歴史・文化を継承・活用する都市 

多様な担い手が参加・協働できる都市づくり 
都市づくりの理念６ 

多様な主体が参加・協働する都市 

全体構想 



人口が高密度に集積する市街地の形成を図
るとともに、商業、医療、福祉等の多様な都
市機能が集積し、便利で快適な生活を営むこ
とができる市街地の形成を図ります。 

中心市街地 

ゾーン 

市街地 

ゾーン 

人口の維持・集積を図るとともに、日常生活
に必要な都市機能の立地を誘導することに
より、過度に自動車に頼らなくても暮らしや
すい市街地の形成を図ります。 

工場施設内における緑地の維持・保全等によ
り、周辺の市街地環境に十分に配慮しつつ現在
の土地利用を維持します。 
岐阜各務原インターチェンジの南側や各務山
地区では、工業系の土地利用の誘導を図りま
す。 

工業市街地 

ゾーン 

居住市街地

ゾーン 
住居、商業の土地利用を計画的に行うことで生
活利便性の確保に努め、ゆとりある居住環境の
創出を図ります。 

市
街
化
区
域

市
街
化 

調
整
区
域 

農地・集落地 

ゾーン 

市街地をとり巻く農地では、社会情勢の変
化を踏まえつつ、一団のまとまりのある優
良農地の保全を図ります。 

山地・丘陵地 

ゾーン 

北部に広がる山地・丘陵地では、無秩序な市街地
拡大を抑制し、自然環境の保全を図るとともに、
気軽に自然とふれあうことで市民生活に潤いと
安らぎを与える場の形成を図ります。 

 

将来都市構造 

都市づくりの理念や目標を実現するための将来都市構造を本市の現状を踏まえつつ、都市の骨格となる「拠

点」「軸」「ゾーン」の３つの要素を用いて示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

都市拠点 本市の地形を踏まえ、東西に２つの都市拠
点を位置づけ、多様な都市機能の集積を図
ります。 

産業拠点 
（既存） 

既存産業の保全・振興や規模拡大・新規需
要の受け皿となる用地の拡充に努め、産業
の集積を図ります。 

産業拠点 
（候補地） 

新たな産業用地の創出を図るエリアとして、
将来的な産業拠点の形成を検討します。 

地域生活 
拠点 

日常生活に必要な店舗を中心とした商業機能や
医療・福祉機能等、地域住民の生活を支える都市
機能が集積した拠点の形成を図ります。 

交流拠点 観光やレジャー、スポーツ等を通じ多様な交流が
生まれる拠点の形成を図ります。 

歴史文化 
拠点 

歴史・文化を未来に継承する個性豊かな拠点の形
成を図ります。 

３ 

 
２ 

 

図 将来都市構造図 

公共交通軸 ＪＲ ふれあいバス 名鉄 民間路線バス 

幹線交通と生活交通が一体となって機能する公共交通ネットワー
クの確保により、市民の交通利便性の維持に努めます。 

水と緑の軸 まちと自然が調和した環境を創出する水と緑の
ネットワークの形成を図ります。 

広域連携軸 
様々な交流と連携を生み出すネットワークの形
成を図ります。 

地域連携軸 
広域連携軸を補完し、拠点間や近隣市町を結ぶ
幹線道路ネットワークの形成を図ります。 

拠点 

ゾーン 

軸 



 

都市整備方針 
 

（１）土地利用 

■市街化区域の土地利用方針 
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■市街化調整区域の土地利用方針 

幹線道路沿道エリア 
 

鉄道駅近接エリア 
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図 土地利用方針図 

鉄道駅周辺の既存住宅地については、引き続
き人口の集積を図ります。また、市街化区域
の縁辺部では、地区計画道路の整備や土地区
画整理事業等により、ゆとりある良好な住宅
地の形成を図ります。 

住宅地 
良好な居住環境の保全を図るとともに、地区
内にみられる空き家の流通を促進します。ま
た、公共交通ネットワークの確保等により、日
常生活の利便性の維持に努めます。 

大規模住宅 
団地等 

六軒駅、各務ケ原駅・名電各務原駅周辺は、
本市の既成住宅地における拠点となる商業
地の役割を果たしており、今後も機能維持・
充実を図ります。また、主要幹線道路沿道の
近隣商業地域については、交通利便性を活か
した商業地としての土地利用の維持・誘導を
図ります。 

商業地 
大型商業施設が立地するエリアは、引き続き
商業地としての機能維持・充実を図ります。 

大規模集客 
施設立地 
エリア 

各務原市役所前駅及び那加駅・新那加駅周辺と鵜沼駅・新鵜沼駅周辺では、交通の利便性を活かし、
多様で魅力ある都市機能の立地を促進するとともに、これらと調和した住宅地の形成を図ります。 

複合市街地

現有の生産機能の維持・強化を図るとともに、周辺の農地、自然環境や住環境に十分な配慮をしながら
工業系の土地需要に対応する新たな工業用地の確保・拡大を検討します。 

工業地 

幹線道路の沿線や岐阜各務原インターチェンジの周辺等の交通利便性の高い地区にお
いては、優良農地との調整や周辺の住環境に配慮しつつ、新たな産業用地の誘導を図り
ます。 

交通利便性に優れた鉄道駅に近接する地域において、無秩序な土地利用等による不良
な街区の形成を防止するため、地区計画等の活用により、良好な住環境の形成が図られ
るよう検討します。 



 

（２）都市施設等 

（ⅰ）道路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（ⅱ）公共交通 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ⅲ）公園・緑地 

 
 
 
 

 

４ 

 

 主要な路線の計画的な整
備促進 

 交差点改良や狭あい道路
整備による生活道路環境
の改善 

 歩道・自転車ネットワー
クの整備による安全な移
動環境の確保 

 歩行環境や沿道環境に配
慮した道路空間の整備 

取り組み方針 

 鉄道・バス等が相互に連

携する公共交通ネットワ

ークの維持 

 乗継拠点の整備による公

共交通の利便性向上 

 新技術の活用等による効

率的な交通サービスの検

討 

取り組み方針 

 緑の基本計画に基づく緑
地配置と緑のネットワー
クの形成 

 都市公園の機能再編・統
廃合 

 公園施設長寿命化計画に
基づく計画的な修繕・更
新 

 指定管理者制度や Park-
PFI 等、官民連携による公
園管理の推進 

取り組み方針 

図 緑の配置方針図 

図 主要な整備促進路線 

図 公共交通ネットワーク 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）市街地整備 

 
 
 
 
 
（４）関連分野 

 
 
 
（ⅰ）景観 （ⅱ）歴史・文化 

 景観計画や地域の特性に応じた重点風景地区・景観地区に
基づく良好な景観形成の推進 

取り組み方針 

 中山道、木曽川及び航空機産業等、本市の都市形成過程
において重要な要素である歴史・文化の継承 

取り組み方針 

（ⅴ）市民協働 

 まちづくりへの市民参加機会の充実と担い手育成 

 市民活動団体や事業者との協働によるまちづくりの推進 

取り組み方針 

（ⅲ）安全安心 （ⅳ）環境 

 防災拠点整備、防災機能の向上及び地域防災力強化 

 交通安全対策と防犯対策 

取り組み方針 

 環境基本計画に基づく環境施策の推進 

 都市環境の向上と自然環境の保全・活用の推進 

取り組み方針 

５ 

 

（ⅳ）下水道 

 経済的かつ効率的な下水

道整備 

 老朽化施設の計画的な更

新・延命化 

 雨水幹線や雨水貯留施設の

整備による浸水対策の推進 

取り組み方針 

（ⅵ）その他都市施設 

 都市施設の計画的な設備更

新と長寿命化 

 小中学校の適正規模及び適

正配置等の検討 

取り組み方針 

 東西の都市拠点や駅前広場整
備による都市機能の充実 

 地区計画や土地区画整理事業
による良好な市街地形成 

取り組み方針 

000 

 境川流域整備計画や流域
水害対策計画に基づく総
合的な治水対策の推進 

 国と連携した木曽川堤防
整備の促進 

取り組み方針 

（ⅴ）河川 

図 下水道（雨水）の整備予定図 

図 下水道（汚水）の整備予定図



 
那加地区 

■地区の概況 

 那加地区は、各種官公庁、教育施設、商業施設、

市民公園や学びの森等が集積する本市の中心地域

としての役割を果たしています。また、既成住宅地

には密集した宅地がみられるほか、市街化区域の縁

辺部には、低未利用地が残存しています。 

 
 
■地区の目標 

 

 

 

本地区においては、公共交通の利便性を活かしながら、低未利用地の残る縁辺部の地区計画道路の整備等

により居住の誘導を図るとともに、ウォーカブルなまちづくりを推進することでまちの回遊性を高め、更な

る交流・にぎわいを創出することを目標とします。 
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図 地区区分 

良好な住環境の維持・形成及び新たなにぎわいや 

交流の創出による西の拠点地域の形成 

図 土地利用・都市施設整備方針図（那加地区）

地区別構想



 

稲羽地区 

■地区の概況 

 稲羽地区は、大部分が市街化調整区域となってお

り、集落地と木曽川の自然に恵まれた農地が広がっ

ています。また、各務原 IC が位置するほか、岐阜か

かみがはら航空宇宙博物館や木曽川前渡南公園な

どの集客施設を有する地区です。 

 
 
■地区の目標 

 

 

 

本地区においては、居住環境の維持・改善を図りながら、地区の活力を創出するため、交通利便性の高い

岐阜各務原インターチェンジ周辺地区において、新たな企業活動の場となる産業地域の形成を図るとともに、

日常生活に必要な機能の立地誘導による生活利便性の確保や既存コミュニティの維持・活性化を図ることを

目標とします。 
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図 地区区分 

地域の活力とコミュニティを育む田園居住地域の形成 

図 土地利用・都市施設整備方針図（稲羽地区） 



 

蘇原地区 

■地区の概況 

 蘇原地区は、本市の中央部に位置し、比較的良好

な住宅地が広がり、幹線道路沿道には、商業施設が

立地しています。また、工業地が多く集積していま

す。 

 

 
 
■蘇原地区の目標 

 

 

 

本地区においては、住環境との調和を図りながら、航空機産業が集積する川崎町地区やテクノプラザ地区、

新たな産業拠点である本市の中心部に位置する各務山地区等の産業基盤の維持・強化を促進するとともに、

幹線道路沿線の商業機能の充実により生活利便性の向上を図ることを目標とします。 

 

８ 

 

 

図 地区区分 

基幹産業の促進と商業機能の充実による活力ある複合地域の形成 

図 土地利用・都市施設整備方針図（蘇原地区） 



 

鵜沼地区 

■地区の概況 

 鵜沼地区は、中山道鵜沼宿をはじめ、村国座、城

山、坊の塚古墳等の歴史・文化資源やおがせ池、伊

木山等の豊かな自然を有しています。また、北部に

は住宅地が広がるほか、鵜沼駅・新鵜沼駅は交通結

節点となっており、名古屋方面をはじめ広域への交

通アクセスに優れた利便性の高い地区です。 

 

■鵜沼地区の目標 

 

 

 

本地区においては、自然・歴史・文化資源の保全・有効活用を図るほか、公共交通の結節点である鵜沼駅・

新鵜沼駅周辺における土地の有効・高度利用を促進することにより、公共交通の利便性を活かしながら多様

な世代の居住誘導や都市機能の集積を図るとともに、住宅団地における高齢者等の移動手段の確保等により

生活利便性の維持を図ることを目標とします。 

 

 

９ 

 

 

図 地区区分 

自然、歴史・文化、公共交通の利便性を活かした東の拠点地域と 
誰もが暮らしやすい住環境の形成 

図 土地利用・都市施設整備方針図（鵜沼地区） 



 

川島地区 

■地区の概況 

 川島地区は、比較的低密度な市街地が形成されて

います。また、県内最大級の観光客数を誇る河川環

境楽園のほか、河跡湖公園等を有し、水と緑に恵ま

れた地区となっています。 

 

 

 

■川島地区の目標 

 

 

 
本地区においては、これらの施設等の有効活用を図るとともに、水辺を身近に感じられる魅力ある居

住区域に多様な世代を誘導し、更なる交流・にぎわいを創出するとともに、治水対策や交通安全対策の

推進により安全で安心な生活環境を創出することを目標とします。 
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図 地区区分

水と緑に包まれた、安全・安心な魅力ある広域交流ゾーンの形成 

図 土地利用・都市施設整備方針図（川島地区） 



 

計画の推進方針 

本計画は、長期的な視点から本市の将来像を見据えて都市づくりの基本方針を示しています。 

ただし、これらの内容は確定的なものではなく、社会情勢の変化への対応に加え、本市の最上位計画であ

る総合計画（2025–2034）や岐阜県が策定する各務原都市計画区域マスタープランをはじめ、本市の関連計画

との整合が必要となった場合には、その状況に応じて本計画の内容を適宜見直します。 

 

計画の推進スケジュール 

本計画は、上位・関連計画と整合を図りながら、概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、10 年間を計画期間

として計画を推進していきます。 

 

表 計画の推進スケジュール 

 … 
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

各務原市

都市計画 

マスター 

プラン 

 

 
     

    

 
    

     

 
各務原市 

立地適正

化計画 

 

  
 

  

     

 
 

   

     

〈参考〉上位・関連計画 

各務原市 

総合計画 
 

     

     

          

各務原   
都市計画 

区域マスタ

ープラン 
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計画の実現に向けて 

後期基本計画（予定）   

計画改定(予定） 計画改定 

計画策定（R4-23） 
 

●進捗評価 

見直し 

●中間評価 ●進捗評価 

基本構想（R7-16） 

前期基本計画（R7-11） 後期基本計画（R12-16） 

基本構想(予定)     

前期基本計画（予定）   

●基準年（R2） 

年度 
西暦 

計画 

計画改定（予定）     


